
空知・上川・留萌・宗谷



町村の５指標のパターン 2013 2011凡例：

南幌町 上砂川町

（注）上記レーダーチャートは目安として活用願います。

栗山町
浦臼町

新十津川町

奈井江町

長沼町

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5

情報共

有

市民参

加制度

庁内体

制

総合計

画等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

幌加内町

妹背牛町 北竜町

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホームペー

ジ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

比布町

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

愛別町

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ
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和寒町上富良野町 南富良野町

美深町

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

（注）上記レーダーチャートは目安として活用願います。

中川町

羽幌町

増毛町

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

初山別村 天塩町

猿払村

0
1
2
3
4
5

情報共

有

市民参

加制度

庁内体

制

総合計

画等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5

情報共

有

市民参

加制度

庁内体

制

総合計

画等

ホーム

ページ

0
1
2
3
4
5

情報共

有

市民参

加制度

庁内体

制

総合計

画等

ホーム

ページ

礼文町

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ
0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

豊富町

豊富町

257



利尻町

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

（注）上記レーダーチャートは目安として活用願います。
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南
幌
町項

目
別

平
均
点

比
較

南幌町

まちづくり課企画情報グループ

g-kikaku@town.nanporo.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

２

４

５

職員出前講座、故郷ふれあいミーティング、地域担当職員制度 ３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど町民参加のための情報がホーム
ページや広報紙にすべて公表されている

３．０

実施年月：２３年 ４月
簡易ダイジェスト版を広報に折り込み配布

４．２

平均

平均

平均

２．７
(2.8)

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ ○ 地域自治区の設置に関する条例

１ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ ◎ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ ○ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5

情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

2011 2013

＊平均は町村の平均値259

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値



⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

行政懇談会、町民意見箱、町ホームページでの問い合わせ

審議会委員に公募町民を選任されている（公募町民が一部の審議会にはい
る程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ２％ 平成２５年９月１日時点

女性登用比率 １４．９％ 平成２５年９月１日時点

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

２ 条例・規則に基づかない選考機関が庁内にある（行政職員のみ）

(５) 市民参加結果のまとめと公開

４
町民参加も含めて、南幌町行政評価委員会の方で評価を行い、評価結果を
庁内ネットワーク上にデータとしてアップし共有している。

また、行政評価委員会では町民公募を行ったが集まらなかったため、一般
町民は含まれていない。

１ ○ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ ○ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ ○ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ ○ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ ○
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ ○ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ ○
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ ○
その他（庁舎内に紙媒体で設
置）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ ○
はい
施設名：公民館
どんな事項：移設に関して

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ ○ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ ○ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

３

４

総合計画審議会に町が公募する町民が参加している

町長が指名する南幌町行政評価委員会（学識経験者《専門家》）が行政評
価（外部評価）を行っている

２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ ○ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ ○
その他（庁舎内に紙媒体で設
置）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H25年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ ○ 非公開
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

３
トップページから「町民参加」のキーワードで、町民参加情報が２クリック以
上で該当ページが開ける

１．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ ○ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

平成24年度職員出前講座：開催回数39回、延べ人数677名、延べ講師64名
平成24年度地域担当職員制度：対応地域15地域、延べ対応回数34回、延べ対応職員96名

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

今後の課題

・一部の住民に偏らずに、幅広い層の住民の積極的な参加を促すこと。また、そのための周知方法・
情報発信の仕方の見直し。
解決したい課題
・自主防災組織の設置

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ ○ なし

３ ○ なし
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奈
井
江
町

項
目
別

平
均
点

比
較

奈井江町

まちづくり課企画広報係

kikaku@town.naie.lg.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

３

３

５

町長が「町長室開放」や町内会等との懇談のための「ふれあいトーク」を行っ
ている

３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど町民参加のための情報がホーム
ページや広報紙に一部のみ公表されている

３．０

実施年月：Ｈ16年4月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．０
(2.1)

平均値

①まちの代表的産業

１ ○ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2011 2013

＊平均は町村の平均値264
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ ○ その他

冊子で全戸配布

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

２

２

２

町長への手紙等町民からの意見を伝える機会が設けられている

審議会委員に公募町民を選任されている（公募町民が一部の審議会にはい
る程度）

審議会等委員に女性が選任されている

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 １７．７％ 平成２５年４月１日時点

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

２ 条例・規則に基づかない選考機関が庁内にある（行政職員のみ）

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 町民参加結果がまとめられていない

１ ○ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ○ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ 実施していない

Ａ ○ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ ○
その他（その都度決裁で行っ
ている）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

４

１

総合計画審議会による総合計画案町民説明会の開催やパブリックコメントを
実施し、総合計画を策定している

行政評価を行っていない ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１．１１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ 基本計画

３ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ ○ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし
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３１ 自治基本条例を施行している自治体のみ回答

１ ○ 行政

（１）自治基本条例の素案は主に誰が
中心となり作りましたか

２ 市民懇話会

３

年 月

(2)市民懇話会の場合は 何人で、期間はどれ位ですか

人
人
数

そのうち公募市民 人

推薦市民 人

行政職員 人

議員 人

検討期間

議員

１ ○ あり

(3)条例素案策定過程で議会との対話は
ありましたか

２ なし

具体的には

②その他（○

①懇話会と議会による中間報告の意見交換

１ ○ 変化があった

(4)条例施行後、市民の意識に変化が
あったと思いますか

２ 変化がない

具体的変化又は原因

まちづくり町民委員会を中心として、住民と行政がそれ
ぞれの役割や責任をともに考え、行動する仕組みが構
築された

(5)条例を施行後、一番変化のあった担い手は誰ですか

市民

職員

１

４ ○

議会（議員）

その他

２ ○

５

首長

変化なし

３ ○

６

１ ○ 変化があった

(6)条例施行後、行政（役所）にどんな変化が
ありましたか

２ 変化ない

変化の具体的内容

住民参画による開かれた行政を実現するため、情報の
公開・共有を図っている

３ わからない

１ はい

(7)貴市（貴町）は自治基本条例の見直しが
行われましたか

２ ○ いいえ

年 月見直し実施時期

１ 自治推進委員会

条例見直しの組織は

２ 審議会

３ 行政

４ その他

見直し
箇所
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上
砂
川
町

項
目
別

平
均
点

比
較

上砂川町

企画振興課地域振興係

kikaku@town.kamisunagawa.hokk
aido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

４

２

５

町長がホームページや記者会見で、自治体の政策課題を説明することを
行っている（行政執行方針以外）

３．７

町民が行政に参加のための情報がホームページに公表されている ３．０

実施年月：２０１１年４月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

１．９
(1.7)

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ ◎ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１

３ 鉱業
２

漁業２

４ ○ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2011 2013

＊平均は町村の平均値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

２

１

２

町長への手紙等町民からの意見を伝える機会が設けられている

審議会委員への公募は行っていない

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ○ ある（運用で行っている）

３ なし

１ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

２

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

市民参加で行った施策の取り組みのリストを作成し、公表している １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ ○
はい
施設名：球場
どんな事項：利活用について

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ ○ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

272

上
砂
川
町



（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

１

総合計画審議会に町長が指名する町民が委員として参加している

行政評価を行っていない ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ ○ その他（団体推薦）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ ○ その他（既存委員会を活用 ）

21 総合計画審議会の設置年度 Ｈ25年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

上
砂
川
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ ○ なし

３ ○ なし
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長
沼
町項

目
別

平
均
点

比
較

長沼町

総務政策課政策・行革係

soumuseisakuka@ad.maoi-net.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

３

５

平成２４年１０月２２日～１１月１９日まで６箇所実施
町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を
直接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど町民参加のための情報がホーム
ページや広報紙に一部のみ公表されている

３．０

実施年月：平成２３年８月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．０
(2.0)

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ ◎ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2011 2013

＊平均は町村の平均値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

まちづくり懇談会を実施

審議会委員に公募町民が選任されている（公募町民が一部の審議会には
いる程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 町民参加結果がまとめられていない

１ ○ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ ○ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ ○ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ ○
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

１

総合計画審議会に町長が指名する町民が委員として参加している

行政評価を行っていない ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H21年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

長
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに市民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ ○ なし

３ ○ なし
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栗
山
町 項

目
別

平
均
点

比
較

栗山町

経営企画課地域政策グループ

tiikiseisaku-g@town.kuriyama
.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

４

５

平成２４年度は5月14日から12月1日の間（１日複数回の場合もあり）地域に

出向き町長が一般町民向けに行政執行方針や自治体の政策課題を直接説
明や意見交換する会合を設けている

３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど市民参加のための情報がホーム
ページや広報紙にすべて公表されている
http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/bunya/singikai/
http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/bunya/publiccomment/

３．０

実施年月：平成20年3月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

３．０
(2.8)

平均値

①まちの代表的産業

１ ○ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ ○ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ ○ 行政事務の効率化

５ ○ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ ○ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ ○ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

0

1

2

3

4

5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

2011 2013

＊平均は町村の平均値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

審議会・地域懇談会・パブリックコメントといった町民の意見を求めることを
行っている（町民参加手法が１つ）

審議会委員に公募町民が選任されている（公募町民が一部の審議会には
いる程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ ○ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ ○ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ ○ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ ○ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

２

２

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

一部の職員に、情報共有と町民参加の制度等に関する資料を配布した １．５

町民参加で行った施策の取り組みのリストを作成し、公表している １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（２０歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ ○
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ ○ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ ○
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ ○ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ ○ その他（会議の傍聴）

Ａ ○ はい（条例制定）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ いいえ

市民参加を行っている例

条例名 栗山町景観条例

実施時期 平成25年4月1日

Ａ ○

はい

施設名：公共施設

どんな事項：利用料金の改定

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ ○ 市民説明会

Ｃ ○ 審議会

Ｄ ○ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

Ａ ○ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ ○ 市民説明会

Ｃ ○ 審議会

Ｄ その他
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

５

５

町民アンケート調査、分野別団体及び中・高校生との意見交換、町民ワーク
ショップ、町民及び職員による提案機会を設けるなど総合的な調査及び検
討を行い、総合計画を策定している

町長が指名する学識経験者（専門家）及び公募の町民が行政評価（外部評
価）を行っている（外部評価組織名：政策評価委員）

２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

３ 小学校区単位に近い地域で組織化されている。（要綱） １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ ○ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ ○ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ ○ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H19年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ ○ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

栗
山
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

２
トップページの部局名やメニューから類推すれば、町民参加情報にたどり着
ける

１．５

平均

Ａ ○ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ ○ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ ○ 事業委託（指定管理者等）

３ ○ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ ○ その他（ 寄附金への税優遇 ）

６ なし

３ なし
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３１ 自治基本条例を施行している自治体のみ回答

１ 行政

（１）自治基本条例の素案は主に誰が
中心となり作りましたか

２ ○ 市民懇話会

３

１年７カ月

(2)市民懇話会の場合は 何人で、期間はどれ位ですか

１２人
人
数

そのうち公募市民 １２人

推薦市民 人

行政職員 人

議員 人

検討期間

議員

１ ○ あり

(3)条例素案策定過程で議会との対話は
ありましたか

２ なし

具体的には

○

②その他（

①議会と市民懇談会との意見交換 3回

１ 変化があった

(4)条例施行後、市民の意識に変化が
あったと思いますか

２ ○ 変化がない

具体的変化又は原因

条例制定により、行政の情報公開、町民参加の機会充
実の取組を理解した段階である

(5)条例を施行後、一番変化のあった担い手は誰ですか

市民

職員

１

４ ○

議会（議員）

その他

２

５

首長

変化なし

３

６

１ ○ 変化があった

(6)条例施行後、行政（役所）にどんな変化が
ありましたか

２ 変化ない

変化の具体的内容

各計画策定のプロセスにおいて町民との情報共有と町
民参加の機会充実、審議会等の委員公募の拡大等

３ わからない

１ はい

(7)貴市（貴町）は自治基本条例の見直しが
行われましたか

２ ○ いいえ

年 月見直し実施時期

１ 自治推進委員会

条例見直しの組織は

２ 審議会

３ 行政

４ その他

見直し
箇所

町民参加の仕組みを検討中
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浦
臼
町 項

目
別

平
均
点

比
較

浦臼町

総務課 企画統計係

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

１

５

平成２４年１０月３０日～１１月２日実施
町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を
直接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

町民が行政に参加のための情報がホームページや広報紙で公表されてい
ない

３．０

実施年月：２２年４月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

１．８
(0.0)

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

2013

＊平均は町村の平均値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ ○ その他

報道発表

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

１

１

行政報告会を実施した

審議会委員への公募は行っていない

審議会等委員への女性の登用は行っていない

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 市民参加結果がまとめられていない

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ○ ある（運用で行っている）

３ なし

１ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ ○ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○
非公開以外のすべての審議会の
審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会の
審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ ○ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ ○ その他（開示を求められたとき）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

２

総合計画審議会に町長が指名する町民が委員として参加している

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ ○ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ 基本計画

３ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 S54年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

浦
臼
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに市民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28中間支援組織の設置・運営等形態

１ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ ○ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ ○ なし

３ ○ なし
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新
十
津
川
町

項
目
別

平
均
点

比
較

新十津川町

総務課企画調整グループ

soumuka@town.shintotsukawa.lg.j
p

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

３

５

平成２４年４月～５月の期間に８回実施
町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を
直接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど町民参加のための情報がホーム
ページや広報紙に一部のみ公表されている

３．０

実施年月：平成２４年３月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．４
(2.5)

平均値

①まちの代表的産業

１ ○ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ ○ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2011 2013

＊平均は町村の平均値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ ○ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ

Ｃ ○ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

４

４

意見交換会、アンケート調査、説明会、パブリックコメントといった町民の
意見を求めることを行っている（町民参加手法が１つ）

審議会委員に公募町民が選任されている比率が３０％以上４０％未満であ
る

審議会等委員に女性が選任されている比率が全体の３０％以上４０％未満
である

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ３３ ％ 平成25年9月30日時点

女性登用比率 ３９ ％ 平成25年９月30日時点

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 町民参加結果がまとめられていない

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

１

１

１

全庁的な推進体制の整備については全く考えていない １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ ○
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ ○ その他（ ）

Ａ ○ はい（条例制定）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ いいえ

市民参加を行っている例

条例名 空き家対策

実施時期 平成25年2月

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ ○ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

３

５

総合計画審議会に町が公募する町民が参加している

外部評価組織名：総合行政審議委員会
町長が指名する学識経験者（専門家）及び公募の町民が行政評価（外部評
価）を行っている

２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ 実施計画

Ａ ○ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ ○ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ ○ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H22年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ ○ 非公開

新
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町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１ ○

２ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１ ○

２ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○ その他（ ）

５ なし

１ ○ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ ○ 事業委託（指定管理者等）

３ ○ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし
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３１ 自治基本条例を施行している自治体のみ回答

１ 行政

（１）自治基本条例の素案は主に誰が
中心となり作りましたか

２ ○ 市民懇話会

３

１年６カ月

(2)市民懇話会の場合は 何人で、期間はどれ位ですか

３１人
人
数

そのうち公募市民 ６人

推薦市民 ２０人

行政職員 ５人

議員 人

検討期間

議員

１ ○ あり

(3)条例素案策定過程で議会との対話は
ありましたか

２ なし

具体的には

○

②その他（

①懇話会と議会による中間報告の意見交換

１ ○ 変化があった

(4)条例施行後、市民の意識に変化が
あったと思いますか

２ 変化がない

具体的変化又は原因

協働によるまちづくり、住民参加

(5)条例を施行後、一番変化のあった担い手は誰ですか

市民

職員

１ ○

４ ○

議会（議員）

その他

２

５

首長

変化なし

３

６

１ ○ 変化があった

(6)条例施行後、行政（役所）にどんな変化が
ありましたか

２ 変化ない

変化の具体的内容

協働によるまちづくりの推進、情報の共有化

３ わからない

１ はい

(7)貴市（貴町）は自治基本条例の見直しが
行われましたか

２ ○ いいえ

年 月見直し実施時期

１ 自治推進委員会

条例見直しの組織は

２ 審議会

３ 行政

４ その他

見直し
箇所

新
十
津
川
町
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妹
背
牛
町

項
目
別

平
均
点

比
較

妹背牛町

総務課地域振興グループ

kikakug@town.moseushi.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

３

５

平成２４年２月１日～８日
町長が一般町民向けに町政懇談会を行っている

３．７

公募委員の募集など町民参加のための情報がホームページや広報紙に
一部のみ公表されている

３．０

実施年月：２３年１月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．１
(1.9)

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ ○ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ ○ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

2011 2013

＊平均は町村の平均値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

審議会・アンケート・町政懇談会での意見聴取

審議会委員に公募町民が選任されている

審議会等委員に女性が選任されている

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ６％ 平成２０年１０月３１日時点

女性登用比率 １９％ 平成２０年１０月３１日時点

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

妹
背
牛
町



(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ ○

はい

施設名：町営バス
どんな事項：バス路線・スクール
混乗等

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ ○ 審議会

Ｄ ○ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

３

１

総合計画審議会に町が公募する町民が参加している

行政評価を行っていない ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ ○ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ ○ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H22年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

妹
背
牛
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ ○ なし

３ ○ なし
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北
竜
町 項

目
別

平
均
点

比
較

北竜町

企画振興課 企画係

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

３

１

２

町長が「町長室開放」や町内会等との懇談のための「ふれあいトーク」を行っ
ている

３．７

町民が行政に参加のための情報がホームページや広報紙で公表されてい
ない

３．０

広報紙で総合計画の概要等の行政情報を提供している ４．２

平均

平均

平均

１．５
(2.0)

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ ○ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2011 2013

＊平均は町村の平均値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

１

４

意見交換会、説明会といった町民の意見を求めることを行っている（町民参
加手法が１つ）

審議会委員への公募は行っていない

審議会等委員に女性が選任されている比率が全体の３０％以上４０％未満
である

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ３０．４ ％ （平成25年 4月 1日時点）

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

１

１

１

全庁的な推進体制の整備については全く考えていない １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

１

総合計画審議会に町長が指名する町民が委員として参加している

行政評価を行っていない ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ ○ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ ○ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H20年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１ ○

２ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１ ○

２ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ ○ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

北
竜
町
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項
目
別

平
均
点

比
較

幌加内町

地域振興室

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

２

２

平成２４年１１月１５日～２８日までの期間で実施
町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を
直接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

町民が行政に参加のための情報がホームページに公表されている ３．０

広報紙で総合計画の概要等の行政情報を提供している ４．２

平均

平均

平均

１．７
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ 病院経営

１０ ○

その他

人口の高齢化による、買い物支
援等支援、地域公共交通対策

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

2013

＊平均は町村の平均値

幌
加
内
町

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ 公表

Ｂ ○
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

２

２

２

アンケート調査により町民の意見を求めることを行っている

審議会委員に公募町民を選任されている（公募町民が一部の審議会にはい
る程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

２ 条例・規則に基づかない選考機関が庁内にある（行政職員のみ）

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ○ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ なし

１ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ ○ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

幌
加
内
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

１

１

１

全庁的な推進体制の整備については全く考えていない １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

幌
加
内
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

１

総合計画審議会に町長が指名する町民が委員として参加している

行政評価を行っていない ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ ○ その他（独自）

21 総合計画審議会の設置年度 H17年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

幌
加
内
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ ○ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ ○ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

幌
加
内
町
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比
布
町 項

目
別

平
均
点

比
較

比布町

総務企画課企画振興係

ichigo@town.pippu.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

２

３

５

町長が「町長室開放」や町内会等との懇談のための「ふれあいトーク」を行っ
ている

３．７

公募委員の募集など町民参加のための情報がホームページや広報紙に
一部のみ公表されている

３．０

実施年月：平成２１年４月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．２
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ 病院経営

１０ ○
その他（市街地の活性化、過
疎対策、デマンド交通（移動支
援）

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2013

＊平均は町村の平均値

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ ○ その他

議会だより

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ

Ｃ ○ その他

議会だより

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

２

１

４

町長への手紙等町民からの意見を伝える機会が設けられている

審議会委員への公募は行っていない

審議会等委員に女性が選任されている比率が全体の３０％以上４０％未満
である

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ３３．３％ 平成２５年４月１日時点

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

３
各担当課で前年度の町民参加結果のまとめが行われ、全庁で町民参加
結果を文書レベルで共有している

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ 団体推薦方式

４ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

比
布
町



314

(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

２

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

町民参加で行った施策の取り組みのリストを作成し、公表している １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ ○ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ ○ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

比
布
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

２

総合計画審議会に町長が指名する町民が委員として参加している

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ ○ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H23年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

比
布
町



316

(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

２
トップページの部局名やメニューから類推すれば、町民参加情報にたどり
着ける

１．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１ ○

２ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１ ○

２ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ○ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ ○ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

比
布
町
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項
目
別

平
均
点

比
較

愛別町

総務企画課政策企画室

soumukikaku@town.aibetsu.hokka
ido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

２

３

２

職員による行政情報を説明する出前講座がある ３．７

公募委員の募集など市民参加のための情報がホームページや広報紙に
一部のみ公表されている

３．０

広報紙で総合計画の概要等の行政情報を提供している ４．２

平均

平均

平均

１．９
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

＊平均は町村の平均値

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2011 2013 愛
別
町

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

意見交換会、アンケート調査、説明会といった町民の意見を求めることを
行っている（町民参加手法が１つ）

審議会委員に公募町民を選任されている（公募町民が一部の審議会にはい
る程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 町民参加結果がまとめられていない

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

愛
別
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ ○
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ ○ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

愛
別
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

３

２

総合計画審議会に町が公募する町民が参加している

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ ○ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H21年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

愛
別
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

２
トップページの部局名やメニューから類推すれば、町民参加情報にたどり
着ける

１．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ ○ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ ○ 事業委託（指定管理者等）

３ ○ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

愛
別
町
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上
富
良
野
町

項
目
別

平
均
点

比
較

上富良野町

町民生活課自治推進班

jichi@town.kamifurano.lg.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

４

３

平成２５年４月１６日 各住民会長との町政懇談会実施

町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を直
接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど町民参加のための情報がホーム
ページや広報紙にすべて公表されている
ホームページアドレス：www.town.kamifurano.hokkaido.jp

３．０

総合計画の策定時、パブリックコメントを行い、結果をホームページや広報
紙で公表している

４．２

平均

平均

平均

２．５
（2.4）

平均値

①まちの代表的産業

１ ○ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ 病院経営

１０ ○
その他

福祉医療環境

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ ○ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

2011 2013

＊平均は町村の平均値

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

意見交換会、アンケート調査、説明会、パブリックコメントといった町民の意
見を求めることを行っている（町民参加手法が１つ）

9月末現在の公募による審議会委員はすべて任期満了

9月末現在の公募による審議会委員はすべて任期満了

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

２ 条例・規則に基づかない選考機関が庁内にある（行政職員のみ）

(５) 市民参加結果のまとめと公開

３
各担当課で前年度の町民参加結果のまとめが行われ、全庁で町民参加結
果を文書レベルで共有している

１ ○ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ ○ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ ○ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ ○ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

上
富
良
野
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

２

２

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

一部の職員に、情報共有と町民参加の制度等に関する資料を配布した １．５

町民参加で行った施策の取り組みのリストを作成し、公表している １．１

平均

平均

平均

Ａ ○ はい（６９歳以下）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ ○
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○ はい（条例制定）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ いいえ

市民参加を行っている例

条例名 自治基本条例

実施時期
平成18年11月29日～
平成19年9月16日

Ａ ○

はい

施設名：パ－クゴルフ場

どんな事項：管理運営、利用料金

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ ○ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

Ａ ○ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

上
富
良
野
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

４

２

総合計画審議会による総合計画案町民説明会の開催やパブリックコメントを
実施し、総合計画を策定している

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ 実施計画

Ａ ○ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H19年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

上
富
良
野
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

２
トップページの部局名やメニューから類推すれば、町民参加情報にたどり着
ける

１．５

平均

Ａ ○ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

課題としては、職員の協働に対する意識向上が必要。
これから、研修や講演内容について、要検討

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１ ○

２ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１ ○

２ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ ○ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ ○ なし

３ ○ なし

上
富
良
野
町



327

３１ 自治基本条例を施行している自治体のみ回答

１ 行政

（１）自治基本条例の素案は主に誰が
中心となり作りましたか

２ ○ 市民懇話会

３

７カ月

(2)市民懇話会の場合は 何人で、期間はどれ位ですか

６人
人
数

そのうち公募市民 ２人

推薦市民 ４人

行政職員 人

議員 人

検討期間

議員

１ あり

(3)条例素案策定過程で議会との対話は
ありましたか

２ ○ なし

具体的には

②その他（検討委員会で作成した素案を説明）

①懇話会と議会による中間報告の意見交換

１ ○ 変化があった

(4)条例施行後、市民の意識に変化が
あったと思いますか

２ 変化がない

具体的変化又は原因

自治基本条例に対する認知度は低いと思われるが、認
知している方の中では、まちに興味をもち、まちを良くす
るために様々な情報を意識し、まちづくりの活動に参加
していると思われる。

(5)条例を施行後、一番変化のあった担い手は誰ですか

市民

職員

１ ○

４

議会（議員）

その他

２

５

首長

変化なし

３

６

１ 変化があった

(6)条例施行後、行政（役所）にどんな変化が
ありましたか

２ 変化ない

変化の具体的内容

３ ○ わからない

１ ○ はい（見直し中）

(7)貴市（貴町）は自治基本条例の見直しが
行われましたか

２ いいえ

年 月見直し実施時期

１ ○ 自治推進委員会

条例見直しの組織は

２ 審議会

３ 行政

４ その他

見直し
箇所

見直しを実施中

上
富
良
野
町
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南
富
良
野
町

項
目
別

平
均
点

比
較

南富良野町

企画課企画振興係

kikaku@town.minamifurano.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

３

３

５

町長が「町長室開放」や町内会等との懇談のための「ふれあいトーク」を行っ
ている

３．７

公募委員の募集をホームページや広報紙で行っている ３．０

実施年月：２５年４月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．３
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ ○ 行政事務の効率化

５ ○ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

2013

雪対策

＊平均は町村の平均値

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

アンケート調査を実施している

審議会委員に公募町民が選任されている（公募町民が一部の審議会には
いる程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

３ 南富良野町附属機関委員公募規則による

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

南
富
良
野
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

２

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

一部の職員に、情報共有と町民参加の制度等に関する資料を配布した １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

南
富
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野
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

４

１

町民アンケート調査、集落単位の説明会等を行った

行政評価を行っていない ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ ○ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ ○ その他

21 総合計画審議会の設置年度 H23年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

南
富
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

２
トップページの部局名やメニューから類推すれば、町民参加情報にたどり
着ける

１．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ ○ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ ○ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

南
富
良
野
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項
目
別

平
均
点

比
較

和寒町

総務課まちづくり推進係

ki-kikaku@town.wassamu.hokkai
do.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

３

５

平成２５年７月２９日～８月１３日実施 町政懇談会 １２回
町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を直
接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

公募委員の募集など町民参加のための情報がホームページや広報紙に
一部のみ公表されている

３．０

実施年月：２３年３月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．５
（2.5）

平均値

①まちの代表的産業

１ ○ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ ○ 議会基本条例

６ ○ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ 病院経営

１０ ◎
その他
雇用対策

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

2011 2013

＊平均は町村の平均値

＊平均は町村の平均値

和
寒
町

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ 公表

Ｂ ○
公表して
いない

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

３

意見交換会、アンケート調査、説明会といった町民の意見を求めることを
行っている（町民参加手法が１つ）

審議会委員に公募町民が選任されている

審議会等委員に女性が選任されている比率が全体の２０％以上３０％未満
である

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募町民比率 １２．７ ％ 平成25年9月30日時点

女性登用比率 ２２．２ ％ 平成25年9月30日時点

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 町民参加結果がまとめられていない

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

和
寒
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

１

３

１

全庁的な推進体制の整備については全く考えていない １．７

一部の職員に対し、情報共有と町民参加の制度等に関する資料を配布し、
かつ、職員研修を行っている

１．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ ○ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

Ａ ○ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

和
寒
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

５

２

町民参加：町民意向調査、町政懇談会、町民まちづくり会議、各種団体意識
調査、小中校生アンケート調査、総合計画審議会
職員参加：庁舎内策定委員会、庁内検討部会、職員アンケート調査

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ ○ その他（団体推薦）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 毎年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

和
寒
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

２
トップページの部局名やメニューから類推すれば、町民参加情報にたどり
着ける

１．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ ○ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ ○ なし

３ ○ なし

和
寒
町
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３１ 自治基本条例を施行している自治体のみ回答

１ ○ 行政

（１）自治基本条例の素案は主に誰が
中心となり作りましたか

２ 市民懇話会

３

２年３月

(2)市民懇話会の場合は 何人で、期間はどれ位ですか

人
人
数

そのうち公募市民 人

推薦市民 人

行政職員 人

議員 人

検討期間

議員

１ ○ あり

(3)条例素案策定過程で議会との対話は
ありましたか

２ なし

具体的には

②その他（

①懇話会と議会による中間報告の意見交換

１ 変化があった

(4)条例施行後、市民の意識に変化が
あったと思いますか

２ ○ 変化がない

具体的変化又は原因

(5)条例を施行後、一番変化のあった担い手は誰ですか

市民

職員

１

４

議会（議員）

その他

２

５

首長

変化なし

３

６ ○

１ 変化があった

(6)条例施行後、行政（役所）にどんな変化が
ありましたか

２ 変化ない

変化の具体的内容

３ ○ わからない

１ はい

(7)貴市（貴町）は自治基本条例の見直しが
行われましたか

２ ○ いいえ

年 月見直し実施時期

１ 自治推進委員会

条例見直しの組織は

２ 審議会

３ 行政

４ その他

見直し
箇所

和
寒
町
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項
目
別

平
均
点

比
較

美深町

総務課企画グループ

b-kikaku@town.bifuka.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

３

３

５

町長が「町長室開放」や町内会等との懇談のための「ふれあいトーク」を行っ
ている

３．７

公募委員の募集など町民参加のための情報がホームページや広報紙に
一部のみ公表されている

３．０

実施年月：２３年６月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．４
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ ○ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ ○ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ ○ 病院経営

１０ ◎

その他

商業の活性化対策、観光の振
興

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

＊平均は町村の平均値

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2013 美
深
町

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

意見交換会、アンケート調査、説明会といった町民の意見を求めることを
行っている（町民参加手法が１つ）

審議会委員に公募町民を選任されている（公募町民が一部の審議会にはい
る程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

２ 条例・規則に基づかない選考機関が庁内にある（行政職員のみ）

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ○ ある（運用で行っている）

３ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

美
深
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ ○
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ ○ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ ○
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ ○ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ ○
はい
施設名：ほっとプラザ☆スマイル
どんな事項：指定管理

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ ○ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

美
深
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

３

４

総合計画審議会に町が公募する町民が参加している

外部評価組織名：美深町行政評価町民委員会
町長が指名する学識経験者（専門家）が行政評価（外部評価）を行っている

２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ 実施計画

Ａ ○ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ ○ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ ○ 広報紙（24年10月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H21年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ ○ 非公開

美
深
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

２
トップページの部局名やメニューから類推すれば、町民参加情報にたどり
着ける

１．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ ○ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ ○ なし

１ ○ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

美
深
町
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中
川
町 項

目
別

平
均
点

比
較

中川町

総務課企画財政室

Soumu-nakagawa@circus.ocn.ne.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

３

５

平成２４年６月１日～１５日で１０回実施
町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を
直接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

公募委員の募集や意見交換会など町民参加のための情報がホームページ
や広報紙に一部のみ公表されている

３．０

実施年月：２１年４月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．６
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ ○ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ ○ 職員の意識改革

６ ◎ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2013

＊平均は町村の平均値

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

４

２

２

町民説明会、意見交換会、審議会等、公聴会、その他の２つ以上の町民参
加手法を組み合わせて町民参加を行っている

審議会委員に公募町民を選任されている（公募町民が一部の審議会にはい
る程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

中
川
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

４

１

１

町民参加を推進するための全庁的な会議または学習会を定期的に開催して
いる

１．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ ○ はい（20歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ ○ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

中
川
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

３

３

総合計画審議会に町が公募する町民が参加している

行政評価（外部評価）の実施を検討している ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ ○ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H25年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

中
川
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

２
トップページの部局名やメニューから類推すれば、町民参加情報にたどり
着ける

１．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ ○ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ○ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ ○ 事業委託（指定管理者等）

３ ○ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

中
川
町
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項
目
別

平
均
点

比
較

増毛町

総務課企画係

kikakuzaisei@town.mashike.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

４

２

５

町長がホームページや記者会見で、自治体の政策課題を説明することを
行っている（行政執行方針以外）

３．７

町民が行政に参加のための情報が広報誌・ホームページに公表されている ３．０

実施年月：２２年３月
総合計画のダイジェスト版（概要版）を全戸に配布

４．２

平均

平均

平均

１．９
（2.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ ○ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ 病院経営

１０ ◎
その他
産業基盤・生活基盤の強化

１．基礎事項

２ 農林業１

３ 鉱業
２

漁業２ ○

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

2011 2013

＊平均は町村の平均値

増
毛
町

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ ○ その他

予算説明概要書を作
成し、全戸に配布

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

５

１

３

平成１６年に増毛町町民投票条例を制定

審議会委員への公募は行っていない

審議会等委員に女性が選任されている比率が全体の２０％以上３０％未満
である

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ２１．９ ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ 団体推薦方式

４ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

増
毛
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

１

１

１

全庁的な推進体制の整備については全く考えていない １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ ○ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

増
毛
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

２

直近の総合計画は、町民や産業団体へのアンケート調査、分野別の専門部
会で意見交換などを行い、策定した

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ ○ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 Ｓ45年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

増
毛
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○ その他（ ）

５ なし

１ ○ 補助・助成金による資金援助

30行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

増
毛
町
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羽
幌
町 項

目
別

平
均
点

比
較

羽幌町

総務課企画室政策推進係

s-seisaku@town.haboro.lg.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

３

５

平成２４年５月２８日外７回実施 地域、対象別に年数回実施している
町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を
直接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど町民参加のための情報がホーム
ページや広報紙に一部のみ公表されている

３．０

実施年月：２４年４月
総合計画のダイジェスト版（単独冊子）を住民に配布している

４．２

平均

平均

平均

２．２
（2.3）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ ○ 行政事務の効率化

５ ○ 職員の意識改革

６ ◎ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2011 2013

＊平均は町村の平均値

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

必要時に、説明会・町民アンケート・パブリックコメント等を実施している

審議会委員に公募町民が選任されている（公募町民が一部の審議会には
いる程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 町民参加結果がまとめられていない

１ ○ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ○ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ ○ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ ○ その他（ その都度 ）

Ａ ○ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

羽
幌
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

２

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

一部の職員に、情報共有と町民参加の制度等に関する資料を配布した １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ ○ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

羽
幌
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

４

２

町民アンケート調査、職員による提案機会の設定、パブリックコメントを行
い、総合計画を策定している

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ 実施計画

Ａ ○ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H23年度

Ａ ○ 広報紙（２５年３月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

羽
幌
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ 社会福祉協議会

４ ○
その他（経済・観光・福祉等各
関係団体）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ ○ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

羽
幌
町
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項
目
別

平
均
点

比
較

初山別村

総務課企画振興係

soumu.kikaku@vill.shosanbetsu.lg.
jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

１

２

平成２４年９月３日、５日、２５日実施
村長が一般村民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を
直接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

村民が行政に参加のための情報がホームページや広報紙で公表されてい
ない

３．０

広報紙で総合計画の概要等の行政情報を提供している ４．２

平均

平均

平均

１．５
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ ○ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホーム

ページ

2013

＊平均は町村の平均値

初
山
別
村

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

１

２

意見交換会、アンケート調査、説明会、パブリックコメントといった村民の意
見を求めることを行っている（村民参加手法が１つ）

審議会委員への公募は行っていない

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 村民参加結果がまとめられていない

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ 首長推薦方式

３ 団体推薦方式

４ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ なし

１ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

初
山
別
村
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

１

１

１

全庁的な推進体制の整備については全く考えていない １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

初
山
別
村
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

１

１

総合計画の策定に村民参加の機会を設けていない（庁内のみで策定）

行政評価を行っていない ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ 基本計画

３ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

初
山
別
村
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに村民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

初
山
別
村
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天
塩
町 項

目
別

平
均
点

比
較

天塩町

企画商工課 振興計画係

kikaku@teshiotown.com

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

３

３

平成２４年１１月１６日実施
町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を
直接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

町民参加のための情報がホームページや広報紙に一部のみ公表されてい
る

３．０

総合計画の策定時、説明会を行い、結果をホームページや広報紙で公表し
ている

４．２

平均

平均

平均

１．６
（1.9）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ ◎ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制度

庁内体制総合計画等

ホームページ

2011 2013

＊平均は町村の平均値

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

１

１

２

町民参加手法を講じていない

審議会委員への公募は行っていない

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 町民参加結果がまとめられていない

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

天
塩
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

１

１

１

全庁的な推進体制の整備については全く考えていない １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

天
塩
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

１

総合計画審議会に市長が指名する町民が委員として参加している

行政評価を行っていない ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ ○ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 S41年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

天
塩
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ ○ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ○ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

天
塩
町
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項
目
別

平
均
点

比
較

猿払村

財政企画課企画係

postmaster@vill.sarufutsu.hokkaid
o.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

２

３

３

地域に出向き、懇談会を実施している ３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど村民参加のための情報がホーム
ページや広報紙に一部のみ公表されている

３．０

総合計画の策定時、パブリックコメントを行い、結果をホームページや広報
紙で公表している

４．２

平均

平均

平均

２．０
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ 病院経営

１０ ◎
その他
人口の減

１．基礎事項

２ 農林業１

３ 鉱業
２

漁業２ ○

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ ○ パブリックコメント条例（要綱）

７ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

2013

＊平均は町村の平均値

猿
払
村

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

１

総合計画策定時には審議会、パブリックコメントを実施

審議会委員に公募村民を選任されている（公募村民が一部の審議会にはい
る程度）

審議会等委員への女性の登用は行っていない

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で村民参加結果がまとめられている

１ ○ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ ○ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ 実施していない

Ａ ○ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

猿
払
村
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

１

２

１

全庁的な推進体制の整備については全く考えていない １．７

地域担当職員制度を活用し一部の職員に、情報共有と村民参加の制度等
に関する資料を配布した

１．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ いいえ

市民参加を行っている例

条例名 使用料関係

実施時期

Ａ ○
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ ○ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ ○ 審議会

Ｄ その他

猿
払
村
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

４

２

総合計画審議会による総合計画案村民説明会の開催やパブリックコメントを
実施し、総合計画を策定している

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ ○ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ ○ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ ○ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H23年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

猿
払
村
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

２
トップページの部局名やメニューから類推すれば、村民参加情報にたどり
着け

１．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ ○ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ ○ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

猿
払
村
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豊
富
町 項

目
別

平
均
点

比
較

豊富町

総務課地域振興係

soumuka@town.toyotomi.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

５

３

２

平成２４年９月３０日実施
町長が一般町民向けに年１回以上行政執行方針や自治体の政策課題を
直接説明や意見交換する会合を設けている

３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど町民参加のための情報がホーム
ページや広報紙に一部のみ公表されている
公募委員の募集については回覧板等で周知される場合もある

３．０

広報紙で総合計画の概要等の行政情報を提供している ４．２

平均

平均

平均

２．０
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ◎ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ ○ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１ ○

３ 鉱業
２

漁業２

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

2013

＊平均は町村の平均値

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

２

２

意見交換会、アンケート調査、説明会、パブリックコメントといった町民の
意見を求めることを行っている（町民参加手法が１つ）

審議会委員に公募町民が選任されている（公募町民が一部の審議会には
いる程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ ○ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

豊
富
町
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る
た
め
の

庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

１

３

１

全庁的な推進体制の整備については全く考えていない

※町民参加活動と協調した横断的な職員の活動が必要な際は、庁内の
ポータルサイト等を通じて情報を共有している

１．７

一部の職員に対し、情報共有と町民参加の制度等に関する資料を配布し、
かつ、職員研修を行っている
※協働のまちづくり担当職員を研修に参加させている

１．５

特に何もしていない

※町民参加活動と協調した横断的な職員の活動が必要な際は、その都度、
庁内のポータルサイト等を通じて情報を共有しており、年間を通じて行われ
る主要な住民参加活動も概ね固定（例年開催）されているものが多く、特に
リストは作成していない

１．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ ○
はい
施設名：公民館的施設
どんな事項：利用方法等

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ ○ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。

豊
富
町
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

３

２

総合計画審議会に町が公募する町民が参加している

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ ○ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ ○ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度
Ｈ19/20
年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

豊
富
町
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ○ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○
その他（経済・観光・福祉等各
関係団体）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ ○ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

豊
富
町
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項
目
別

平
均
点

比
較

礼文町

総務課企画担当

kikaku@town.rebun.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

３

２

２

町長が「町長室開放」や町内会等との懇談のための「ふれあいトーク」を行っ
ている

３．７

町民が行政に参加のための情報がホームページに公表されている ３．０

広報紙で総合計画の概要等の行政情報を提供している ４．２

平均

平均

平均

１．７
（0.0）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ ○ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ ○ 行政事務の効率化

５ ○ 職員の意識改革

６ ○ 市民参加・協働

７ ○ 子育て支援

８ ○ 病院経営

１０ ◎
その他

産業活性化対策

１．基礎事項

２ 農林業１

３ 鉱業
２

漁業２ ○

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ ○ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加

制度

庁内体制
総合計画

等

ホームペー

ジ

2013

＊平均は町村の平均値

礼
文
町

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

３

１

２

意見交換会、アンケート調査、説明会といった町民の意見を求めることを
行っている（町民参加手法が１つ）

審議会委員への公募は行っていない

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

２ 条例・規則に基づかない選考機関が庁内にある（行政職員のみ）

(５) 市民参加結果のまとめと公開

２ 各担当課で町民参加結果がまとめられている

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ ○ アンケート調査

３ ○ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ ○ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ ○ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

１

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

特に何もしていない １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（ 歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ ○
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ ○ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

２

総合計画審議会に市長が指名する町民が委員として参加している

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ ○ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ ○ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ 基本計画

３ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ ○ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H21年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開

礼
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

人口減少と高齢化

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ ○ あり

２ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ○ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ ○ 活動の場の提供

４ ○ 事業共催・後援

５ その他（ ）

６ なし

３ ○ なし

礼
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利
尻
町 項

目
別

平
均
点

比
較

利尻町

総務課企画振興係

kikaku@town.rishiri.hokkaido.jp

[担当部局]

[メールアドレス]

(１) 市民との行政課題の共有

(２) 市民参加のための情報提供

(３) 総合計画の共有のための情報提供

２

情
報
共
有

３

３

２

町長が「町長室開放」や町内会等との懇談のための「ふれあいトーク」を行っ
ている

３．７

公募委員の募集やパブリックコメントなど町民参加のための情報がホーム
ページや広報紙に一部のみ公表されている

３．０

広報紙で総合計画の概要等の行政情報を提供している ４．２

平均

平均

平均

１．７
（1.9）

平均値

①まちの代表的産業

１ 自治基本条例

③制定済み条例

④自治体の課題（◎は一番の課題）

２ 市民参加条例

４ 常設型住民投票条例

５ 議会基本条例

６ 地域自治区の設置に関する条例

１ ○ 高齢化対策

２ 財政健全化対策

３ ○ 災害対策

４ 行政事務の効率化

５ 職員の意識改革

６ 市民参加・協働

７ 子育て支援

８ ◎ 病院経営

１０
その他

１．基礎事項

２ 農林業１

３ 鉱業
２

漁業２ ○

４ 製造業

２ 構想５ サービス
業

２ その他６

３ パブリックコメント条例（要綱）

７ ○ １～６に該当なし

（注）評価は自治体の自己評価です。

９ 雪対策

0
1
2
3
4
5
情報共有

市民参加制

度

庁内体制総合計画等

ホームペー

ジ

2011 2013

＊平均は町村の平均値

（注）平均値（ ）の値は2011調査時の値
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⑤Ｈ２４年度予算（議会の議決後）の公表

公表の有無

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

公表方法

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○ ホーム
ページ

⑥平成２３年度の決算結果（議会の認定後）の公表

公表の有無 公表方法

Ｃ その他

２ 構想Ａ ○ 公表

Ｂ
公表して
いない

２ 構想Ａ ○ 広報紙

Ｂ ○

Ｃ その他

ホーム
ページ

(１) 市民参加手法の整備

（２） 審議会等委員への公募市民の選任状況

(３) 審議会等委員への女性の登用状況

３
．
市
民
参
加
制
度
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
具
体
的
方
策

２

２

２

町長への手紙等町民からの意見を伝える機会が設けられている

審議会委員に公募町民を選任されている（公募町民が一部の審議会にはい
る程度）

審議会等委員に女性が選任されている（女性が一部の審議会にはいる程
度）

２．９

平均

１．９

平均

２．２

平均

公募市民比率 ％

女性登用比率 ％

(４) 審議会等委員の選考機関への市民参加

１ 審議会等委員の選考機関はない

(５) 市民参加結果のまとめと公開

１ 町民参加結果がまとめられていない

１ パブリックコメント

⑦参加手法の具体として実施している事項

２ アンケート調査

３ 審議会等委員

４ ○ 説明会等

５ その他

１ 準公選方式

⑧審議会等委員の選考方式

２ ○ 首長推薦方式

３ ○ 団体推薦方式

４ 公募方式

１ ある（条例・規則である）

⑩審議会委員の再任制限

２ ある（運用で行っている）

３ ○ なし

１ ○ 行政選考型

⑨公募方式の選考型

２ 審議委員会型

３ 抽選型

４ 全数参加型

１ 実施している

⑪パブリックコメントの実施

２ ○ 実施していない

Ａ 条例

パブリックコメントの実施根拠

Ｂ 要綱

Ｃ その他（ ）

Ａ 広報紙

パブリックコメントの回答媒体

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

１．２

平均

１．８

平均

利
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(１) 市民参加を推進するための庁内体制の確立

(２) 情報共有と市民参加の重要性を知る職員の育成

(３) 庁内における市民参加の実践事例の共有及び活用

４
．
市
民
参
加
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
る

た
め
の
庁
内
の
取
り
組
み
に
つ
い
て

２

２

１

全庁的な推進体制の整備について検討中または準備中である １．７

一部の職員に、情報共有と町民参加の制度等に関する資料を配布した １．５

特に何もしていない １．１

平均

平均

平均

Ａ はい（２０歳以上）

⑫審議会における年齢制限の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ
全ての審議会の開催日時・場
所を公表している

⑬審議会の開催日時・場所の公表

⑭審議会の審議結果の公表

Ｂ ○
一部の審議会の開催日時・場
所を公表している

Ｃ
審議会の開催日時・場所を公
表していない

Ａ ○ 広報紙

審議会の開催日時・場所の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ ○
非公開以外のすべての審議
会の審議結果を公表している

Ｂ
非公開以外の一部の審議会
の審議結果を公表している

Ｃ 公表していない

Ａ 議事録・提出資料すべて

⑮公表の範囲

Ｂ ○ 議事録・提出資料の一部

Ｃ 議事録のみ

Ａ ○ 広報紙

⑯審議会結果の公表方法

Ｂ ○ ホームページ

Ｃ 掲示板

Ｄ その他（ ）

Ａ はい（ ）

⑰市民に義務を課し、又は市民の権利を制限
することを内容とする条例制定、改正若しくは
廃止をするような場合で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

市民参加を行っている例

条例名

実施時期

Ａ
はい
施設名：
どんな事項：

⑱広く市民が利用する公の施設の利用方法に
関する事項で市民参加の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ パブリックコメント

市民参加の方法

Ｂ 市民説明会

Ｃ 審議会

Ｄ その他

（注）補足設問⑲は不適切な設問でしたので、削除させていただきました。
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（１） 総合計画への市民参加

（２） 行政評価への市民参加

５
．
総
合
計
画
・行
政
評
価
・地
域
社
会
へ
の
市
民
参
加

２

２

総合計画審議会に町長が指名する町民が委員として参加している

行政評価（内部評価）を行っている ２．２

平均

３．４

平均

（３） 地域社会への市民参加の取り組み

１ 地域協議会の設置がされていない １．１

平均

Ａ
はい（平成 年 月 日実施 ）
実施課（ 課）

⑳市民参加に関する事務マニュアル等の
職員研修の有無

Ｂ ○ いいえ

Ａ 公募

21 総合計画審議会の委員の範囲

Ｂ ○ 指名

Ｃ 職員

Ｄ 議員

Ｅ ○ 学識経験者

Ｆ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

１ 基本構想

22  市民参加を行っている総合計画の範囲

２ ○ 基本計画

３ 実施計画

Ａ 公表している

行政評価（内部評価）結果の公表

Ｂ ○ 公表していない

23 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「２」以上を選択した場合のみ回答

Ａ 公表している

行政評価（外部評価）結果の公表

Ｂ 公表していない

24 （２） 行政評価への市民参加で評価指標
「４」「５」を選択した場合のみ回答

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ
開催している
（ 年 月 日実施）

市民向け説明会の開催

Ｂ 開催していない

Ａ 条例

総合計画審議会設置根拠

Ｂ ○ 規則・要綱

Ｃ その他（ ）

21 総合計画審議会の設置年度 H20年度

Ａ 広報紙（ 年 月号）

公表方法（Ａを回答の方）

Ｂ ホームページ

Ｃ その他（ ）

Ａ 公開

外部評価に関する会議の公開

Ｂ 非公開
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(１) ホームページは発見しやすいか？６
．
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
活
用
に
つ
い

て

１ ホームページに町民参加に関するページがない １．５

平均

Ａ ２週間に１回程度

25 ホームページの「市民参加」に関するページの更新頻度

Ｂ 毎月

Ｃ 半年に１回程度

Ｄ ○ 年に１回程度

Ｅ 更新しない

７．貴自治体において、市民参加が促進された取り組み（成功事例の取り組み）がありましたら、記入してくださ
い。

８．貴自治体における市民参加を推進する上でとくに今後の課題、あるいは解決したい問題点と思われる事柄を
挙げてください。

住民参加については、小規模な町ということもあり、常に担当課で窓口を開いているが、条例や規則
等で定めたものがないため、その都度住民の意見を聞くこととなっているためバラつきがある。

窓口

市民参加の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

26 担当課の設置

窓口

協働の担当

２ 構想１ あり

２ ○ なし

２ あり１

２ ○ なし

専担課

２ あり１ ２ 検討中
27 ＮＰＯ等の活動を支

援する中間支援組織の
有無

設置形態

２ 構想１ 公設

２ 民設

２ 公営１

２ 民営

運用形態 条例等の設置

２ 構想１ あり

２ なし

28 中間支援組織の設置・運営等形態

１ ○ 連合町内会

29行政と定期的に情報共有を行っている団体

２ ＮＰＯ

３ ○ 社会福祉協議会

４ ○ その他（ ）

５ なし

１ 補助・助成金による資金援助

30 行政が行っているＮＰＯ等への活動支援の内容

２ 事業委託（指定管理者等）

３ 活動の場の提供

４ 事業共催・後援

５ ○ その他（意見交換や人的支援）

６ なし

３ ○ なし
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